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[bookmark: _GoBack]中野区福祉サービス事業団（以下「事業団」という。）は、平成２６年３月で設立２０周年を迎えました。また、平成１５年４月の自主運営化すなわち介護報酬収入を主たる財源とする独立採算の経営化からこの３月で１２年が経過しました。土地建物等固有資産を所有しない事業団の経営基盤の強化が必要とされ、収入の確保と経費削減に取り組み、合わせて中野区の経営支援補助を受けてきました。その取り組みの結果、経営安定化積立金・修繕積立金等の必要とされる額を積み立てることができました。これらの資金は、何らかの事態により事業継続が中断した場合の経費や将来の建物設備の補修・修繕や備品の購入に充てることを目的としています。
事業団は、平成２６年度に社会福祉法人中野区福祉サービス事業団第３次経営改革計画（以下「第３次計画」という。）の見直しを行い、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団第３次経営改革計画（平成２６年度追補版）－前期取り組み状況と計画の修正－（以下「第３次計画（追補版）」という。）を策定しました。
平成２４年度以降事業団の経営は、自主運営化後最も厳しい環境に置かれています。平成２４年度の介護報酬の改定、中野区経営支援補助の段階的な縮小、特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）、デイサービス、訪問介護事業、居宅介護支援事業で利用者数の減少により介護報酬収入増が困難となり、一方で平成２２年度特養の介護職員の増配置、デイサービスの短時間勤務職員の増員、国の処遇改善交付金制度を踏まえた給与・手当の増額など人件費増が顕著になりました。この結果、平成２５年度は大幅に事業活動収支差額が赤字になりました。このため、第３次計画（追補版）では、収支改善策に取り組むことにしました。
平成２６年度の国の介護保険制度改革は今後増加が見込まれる介護サービスの受け皿を在宅介護サービスの拡充に求めることが明確になりました。事業団が運営する事業が特養とデイサービスを主要事業としたままでは、仮に利用率が達成できたとしても今後も施設サービスの報酬改定の度に収入が減少することが予想され、人材確保のために人件費増も含めて取り組まなければならない状況では赤字体質からの脱却が困難となります。このため、経常経費の削減の取り組みと合わせて、国の制度改正を踏まえ、さらに区民の高齢者介護ニーズに応えるためにも、在宅介護サービス事業を展開することが必要と考えます。当然経営上のリスクは付随しますが、これまで特養等の事業で培った人的資源を活かし、在宅介護サービスにおいてもサービスの質を維持向上する取り組みを行い、利用者が事業団のサービスを選択するという経営を進めれば、新しい事業も経営が成り立つと考えます。第３次計画（追補版）はこうした考えに立って取り組むべき事業を修正・追加しました。
平成２７年度事業計画は、第３次計画（追補版）で定めた取り組み事業を実施するため計画するものです。事業団経営は自主運営化後新たな変革期に直面しています。中野区の高齢者介護ニーズの増大に事業団が応えられるよう、そして区民の皆様が住み慣れた地域で安心して生活ができるように、これまでの施設サービスの充実に加えて在宅介護サービスの展開をより明確にし、中野区や関係機関及び団体と連携・協力して計画の推進に取り組んでまいります。

平成２７年３月
中野区福祉サービス事業団
理事長　本橋　一夫


Ⅰ　事業団事業計画

１　法人の経営理念及び基本方針等

（１）法人の経営理念と経営の基本方針
　　経営理念　
中野区福祉サービス事業団は、だれもが住み慣れた地域で安心して暮
らせるように、質の高い福祉サービスを提供し地域社会に貢献します。

経営の基本方針
１. ご利用者一人ひとりの権利と意思を尊重し、その人らしい生活が送れるよう支援します。
２. ご利用者が満足できるサービスを心がけ、安心してサービスを受けられるよう、安全、安心、高品質なサービスを提供します。
３．地域で暮らし在宅サービスを利用されている方々とそのご家族を支援する地域包括ケア推進の一翼を担っていきます。
４．事業団の経営状況を地域に公開し、ボランティアの方々を積極的に受け入れ、ご利用者ご家族、近隣の方々やボランティアの方々の意見を反映できるよう努めます。
５．職員の育成と働きやすい職場環境づくりに努めます。
６．事業の経営効率を高めるよう努めるとともに地域の高齢者介護のニーズに応えた事業の拡充に取り組み自主的で自立的な経営を目指します。

２　平成２７年度事業計画の取り組み

（１）第３次計画（追補版）の取り組み
第３次計画は平成２４年度を初年度とする５か年計画で、平成２６年
度が３年目にあたり、これまでの取り組み状況を踏まえて計画の見直しを行い、第３次計画（追補版）を策定しました。
　平成２７年度事業計画は、第３次計画（追補版）で定めた取り組むべ
き事業を着実に推進するため平成２７年度に実施すべき事業計画を中心
に策定しました。

（２）平成２７年度の重点事業
	①　効率的な経営と経営基盤の強化
ア.事業団経営が持続可能となる収支差額の確保　
(ア）介護報酬収入の確保
　　　　平成２７年２月６日に平成２７年度から適用される介護報酬の改定が発表されました。基本報酬の変更、新たな加算（減算）の創設、加算の要件の変更が示されました。事業ごとにこれら改定内容を確認して、新設された加算はできる限り請求できるよう取り組みます。また、各事業で定めた利用率等の目標を達成できるよう取り組み、介護報酬収入の確保に努めます。
（イ）看護師夜勤体制の見直し
　　　　特養の看護師の夜勤体制については、第３次計画（追補版）で小淀ホームの看護師夜勤体制を平成２９年度に廃止することを決定したことに伴い、それまでに夜間勤務の体制のあり方、職種ごとの業務の見直し、緊急時の対応等を検討し、看護師が配置されない時間帯においても支障のない介護体制を構築できるよう取り組みます。
（ウ）職員定数の見直し
平成２４年度から事業団全体の収支差額がマイナスになり、平成２６年度決算見込みでも同様の状況と予測されます。主な要因は第２次経営改革計画に基づき実施した特養等の職員定数増と国の処遇改善対策に伴い実施した給与等の改善による人件費が増加した結果と思われます。このうち職員定数は事業ごとに国の配置基準を基本とし、利用者サービスに必要とされる職員数を上乗せして定数を定めています。収支改善のためには職員定数の見直しが必要です。このため、平成２７年度では事業ごとに現在の職員配置数について検討し職員定数の見直しを行います。
(ウ）給与制度の改善
　　　平成２６年度は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士（以下「看護師等」という。）及びケアワーカーの採用は以前に増して困難な状況でした。このため、平成２６年度に短時間勤務職員の賃金を見直し、看護師等については賃金単価を増額しました。また、ケアワーカー等介護職員の賃金も増額しました。今後の給与制度の見直しでは、看護師等及び介護職員の求職者がひっ迫している状況と介護職員の処遇が他の職種に比べて低いとされている中では、介護人材の確保を優先して必要な処遇改善を進めます。

 (エ）委託費の抑制
　　　デイサービス利用者の送迎方法は、平成２６年度から運行業務委託方式から自動車はリース契約として、運転業務は運転委託方式に変えました。平成２７年度しらさぎホームの送迎バス１台は民間補助事業制度を活用して購入することができました。平成２７年度も引き続き民間補助事業制度を活用して送迎バスの購入を図ります。一方、運行委託で使用してきた送迎バス４台は耐用年数を超えているため新たに送迎バス２台を購入し、残り２台はリース契約で対応します。運転業務は引き続き民間事業者に委託します。
　　　建物設備管理、清掃、洗濯及びリネン交換について、平成２６年度から洗濯、リネン交換について業者委託を廃止しましたので平成２７年度は建物設備管理、清掃業務について委託します。小淀ホームでは大型洗濯機及び乾燥機が耐用年数を超えて最近では故障が頻発しており、洗濯機等の新規購入と比較して外部の洗濯事業者に委託する方が費用が安価になるため、特養等利用者の私物及び共用物の洗濯業務について委託します。
給食調理の方式について現在、しらさぎホームは業者委託、小淀ホームは直営方式ですが、平成２７年度に利用者サービスの質、調理方法、職員配置及び運営方法等について、直営方式と委託方式の比較を行い、その結果を平成２８年度の体制に反映させます。
イ.　組織・職員配置の見直し
（ア）事務局体制の強化
　　　　事業団事務局のスタッフの専任制については平成２７年度も引き続き継続します。さらに今後の事業団経営の課題に集中して取り組めるよう弾力的な運営を行います。特に、新たな事業展開、事業所移転のための調査を行います。
ウ． 事務処理の効率化
　（ア）新会計基準の活用
　　　平成２６年度予算から導入した新会計基準で平成２７年度決算報告書を作成します。平成２７年度からは前年対比のデータが利用可能となるので、経営分析に活用します。また、新会計基準のソフトウェアの中で利用していない機能も研究して有効活用に努めます。
（イ）勤怠システムの活用
平成２５年度に勤怠システム等人事システムの更新を行いました。平成２７年度はソフトを活用し、人事記録、研修記録等人事給与事務の効率化を推進します。
　（ウ）事業団事務処理の適正化
　　　　起案方法、法人内グループウェアによる文書の保存・周知、その他文書管理について見直しを行い、事務処理の適正化・効率化を推進します。
エ． 事業評価の実施
　（ア）内部検査の実施
　　 　 平成２７年２月に事業団監事監査規程を制定し、併せて内部検査実施基準を策定しました。平成２７年度は監事監査については今までの決算監査に加えて監事監査規程に基づいて新たに会計監査を実施します。また、これまで懸案であった事業団職員による内部検査（これまで内部監査と称していました。）を内部検査実施基準に基づいて実施します。
オ.　建物・設備改善及び備品の更新
　（ア）しらさぎホーム特養の洗面台の改修について検討します。
（イ）しらさぎホームデイサービスの浴室の改修に向けて浴槽の方式、給湯方法や改修後の利用方法を検討して改修案をまとめます。建物構造、熱源機の改修にも及ぶことが予想されるので中野区との協議を今年度中に進めます。
（ウ）しらさぎホームの外壁改修工事（鉄部塗装共）については、中野区大規模修繕計画に基づく実施に向けて、今年度中に協議を進めます。
（エ）小淀ホーム特養のナースコールの改修を行います。
（オ）小淀ホーム特養の入所者居室のトイレ及びシャワーの取り換えを検討します。
（カ）小淀ホーム浴室の改修を行うため、平成２７年度は浴室のレイアウト、浴槽の方式等を検討し改修案をまとめます。
（オ）しらさぎホーム・小淀ホームのデイサービス送迎用の自動車は、運行管理委託で使用している宮園自動車所有の自動車が耐用年数を超えて廃車することになったため、事業団で送迎用の自動車を購入します。
②　地域の高齢者介護ニーズに対応した事業展開
ア.在宅介護サービスの拡大
平成２５年度にヘルパーステーション中野に併設して事業開始した中野介護保険センターの体制を強化し依頼のあった相談はできるだけ利用に結びつけて利用者数の増加に努めます。
イ．しらさぎ２４訪問介護看護ステーションの事務所移転
平成２６年９月に事業開始したしらさぎ２４訪問介護看護ステーションの体制を強化し依頼のあった相談はできるだけ利用に結びつくよう努めます。日勤ヘルパーの採用等平成２７年度中にも職員の新規採用に努めるとともに、職員数の増加により現在の事務室が手狭となるので事務室の移転を検討します。また、当事業所は現在ヘルパーステーション中野をサテライトとしており、しらさぎ２４訪問介護看護ステーションの利用者サービスにおける調整が必須であり、運営上、ヘルパーステーション中野と併設する事が効果的と思われるので、同一の建物内の移転を進めます。
　ウ．ヘルパーステーション中野の事務所移転
　ヘルパーステーション中野の現在の事務所は、平成２５年度に介護保険センターを併設したことから手狭になり、また、自転車置き場が事務所から遠方にあるなど業務に支障が生じています。
しらさぎ２４訪問介護看護ステーションと事務所を併設し、業務上も関係を密にするため、新たな事務所への移転を進めます。
エ．訪問看護事業所の開設
しらさぎ２４訪問介護看護ステーションの相談ケースは在宅看護の要望が多いことから、今後の利用者サービスの充実・拡大及び利用者数の増加につなげるため、訪問看護事業所の開設に努めます。
オ．地域包括ケアの推進
　　　　地域包括支援センターの更新に当たって、東中野地区以外でもセンターを受託できるよう必要な職員の確保や育成を行います。
オ．施設サービスの事業区分の見直し検討
　　　　しらさぎホーム及び小淀ホームの事業区分について、今後の要介護者のニーズ、経営上のメリット等の面から見直しのための調査検討を行います。
③　利用者サービスの向上
ア．特養入所者の嚥下機能の維持・向上
　　　　特養入所者の嚥下機能の維持・向上を図るため嚥下内視鏡検査
（ⅤＥ）を行い、より適切な食事介助につなげる取り組みを行います。
イ．特養入所者の口腔ケアの推進
歯科医等による口腔ケアに関する助言をもとに、口腔ケア・マネジメント計画書を作成し、職員の口腔ケア技術を向上させ、入所者の口腔ケアの質の向上を図ります。
ウ．看取り介護の推進
ご入所者の終末期を日常生活の延長線上にあると捉え、ご家族と共に見守り、最期までその人らしく過ごせるよう尊厳の保持に配慮しながら介護します。
エ．介護事故防止と事故対応
ご利用者がホームで安全に安心して過ごすことができるよう、介護事故の防止に努めます。事故やヒヤリハット事例が発生した場合は、リスク管理委員会や各フロアにおいて検証し、事故が起きない工夫や注意事項等を全職員に周知します。
オ．認知症対策の推進
認知症のある方が人間としての尊厳を保ち個性あるままの生活を続けられることを目指した介護の実践が行えるよう、参考になる事例や方法論をもとに、事業団としての認知症ケアのあり方を検討していきます。
カ．ＢＣＰの策定
　 　特養等事業団事業所が首都直下型大地震が発生した時の対応策として、事業団事業継続計画（ＢＣＰ）を策定します。
　キ．個人情報の保護
個人情報の安全確保及び職員への周知を徹底させるために必要な指導、研修を行います。
④　地域との連携の取り組み
ア．広報活動の充実
法人や施設の情報をタイムリーに発信できるようホームページのリニューアルを行います。また、事業団の法人の広報紙を平成２７年度から発行します。
イ．ボランティア活動の推進
　　　　ボランティアの活動を支援するため、控室の整備、ボランティア募集、ボランティアのための講習会等を実施して活動を推進します。また、ボランティア活動に必要な経費の一部を負担できるか調査検討します。
ウ．地域交流の推進
　　　平成２６年度には、しらさぎホーム及び小淀ホームにおいて近隣の住宅や町会の方々を対象とした、食事会やサロンを開催しました。平成２７年度もこのような取り組みを推進するとともに、介護予防の体操や介護に関する相談など、地域の要望に即した地域交流活動を進めていきます。
エ．地域貢献活動
　　地域講演会の拡充や、区のすこやか福祉センターの活動に、地域包括支援センターを中心に積極的に参加します。
オ．地域における認知症対策の取り組み
　　　　認知症サポーター講座を定期、随時に開催して、参加者による支援ネットワークの形成など、地域の認知症対策の拠点の一つとなるよう推進していきます。
カ．地域防災会等との協力関係
　　　　災害時に地域と連携して災害による被害を最小限に抑えられるよう、地域住民や地域団体との協力関係の強化を図ります。また、しらさぎホーム及び小淀ホームが中野区の二次避難所に指定されていることを踏まえて、地域住民が避難された場合の必要な防災設備・用品及び食料等の備蓄を調査検討します。
⑤　人材育成と職場環境の整備
ア．事業団職員の研修体制の整備
本部に職員育成・研修委員会を設置します。
イ．介護職員によるたんの吸引等の研修
介護職員によるたんの吸引等の措置ができるよう、しらさぎホーム及び小淀ホームの特養のケアワーカーを順次研修に参加させます。
ウ．職員の資格取得を奨励する奨励金制度
　　　　介護福祉士等国家資格の必要な専門職の確保を図るため、資格取得を援助する制度を創設します。介護職員の資格取得のための研修制度について調査検討し、事業団職員が研修を受けやすい環境整備を進めます。
エ．新規採用職員の育成制度の充実
　　　　新規採用職員の雇用継続、必要な能力向上を図るため、新規採用職員育成プログラムの作成を進めます。
オ．職員の健康管理制度の充実
介護職員等が腰痛にならない介助方法の研究等を行い、対策を講じます。また、職員健康診断の項目については必要な見直しを行い、検診を受けやすい制度に改善を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（３）推進体制
平成２７年度事業計画で定めた取り組み事業について、拡大経営会議で進行管理を行います。

（４）各事業別目標
　　　各事業別目標は、別紙１に記載した数値とします。


別表１　各事業別事業目標・経営目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	施設名
	　
指標項目　　　　　　　

事業名
	利用者等目標
	経営指標

	
	
	利用率
	利用者介護度
	利用者登録者数
	月間サービス提供時間
	ケアプラン作成件数
	収支差額率

	しらさぎ
	特養
	  99%
	4.0以上
	
	
	
	 ２％

	
	ショートステイ
	 100%
	3.0以上
	
	
	
	障害者ショート含めて１％


	
	障害者ショートステイ
	55%
	
	
	
	
	

	
	デイサービス一般型
	87%

	2.8以上
	90人以上
	
	
	一般、認知合わせて２０％

	
	デイサービス認知症型
	  85%
	3.0以上
	70人以上
	
	
	

	
	しらさぎ２４
	
	
	20人
	
	
	黒字転換

	
	しらさぎ介護保険センター
	
	
	
	
	33／1人(常勤換算)
	黒字転換

	ヘルステ
	ヘルパーステーション

	
	
	
	老人
34,800時間
障害者
5,400時間
	
	 老人、障害あわせて２０％

	
	中野介護保険センター
	
	
	
	
	33／1人(常勤換算)
	黒字転換

	小淀
	特養
	  99%
	4.0以上
	
	
	
	第一段階は前々年度赤字額の５０％減額  

	
	ショートステイ
	 100%
	3.0以上
	
	
	
	

	
	デイサービス認知症型
	  85%
	3.0以上
	70人以上
	
	
	５％

	
	小淀介護保険センター
	
	
	
	
	33／1人(常勤換算)
	黒字転換



４　事業団が運営する施設・事業
　　事業団が運営している施設・事業を社会福祉法の規定により事業別に分類すると、概ね次のようになります。

　１．第一種社会福祉事業
　（１）特別養護老人ホーム　
　　　　６５歳以上の高齢者で、身体上又は精神上に著しい障害があり、居宅で常時の介護を受けることが困難な方を対象に介護サービスを提供する入所施設。
　　　ア　特別養護老人ホーム　しらさぎホーム
定員：８５名、入院空床ショートステイ：１０床
　　　イ　特別養護老人ホーム　小淀ホーム　　
定員：６０名、入院空床ショートステイ：８床
２．第二種社会福祉事業
（１）老人デイサービス事業
６５歳以上の高齢者で、身体上または精神上に障害があり、日常生活を営むのに支障がある方を対象に介護サービスを提供する通所施設。
ア-1　デイサービスセンター　しらさぎホーム(一般型)
      　１日利用定員：３０名（介護予防を含む）
ア-2　デイサービスセンター　しらさぎホーム（認知症対応型）
１日利用定員：２４名（介護予防を含む）
　　　イ　　デイサービスセンター　小淀ホーム（認知症対応型）
　　　　　    １日利用定員：２４名（介護予防を含む）
（２）老人短期入所事業
６５歳以上の高齢者を介護する方が病気などのとき、一時的にその高齢者を介護する入所施設。
　　　ア　特別養護老人ホーム　しらさぎホーム　１日利用定員：９名
　　　イ　特別養護老人ホーム　小淀ホーム　　　１日利用定員：４名　
　（３）障害福祉サービス事業（短期入所・日中利用サービス） 
身体障害者・知的障害者・児童を介護する方が病気などのとき、一時的に生活を支援する入所施設。
　　　ア　特別養護老人ホーム　しらさぎホーム　１日利用定員：２名
　（４）老人居宅介護等事業
６５歳以上の高齢者で、身体上または精神上に障害があり、在宅生活が困難な方を対象に介護サービスを提供する事業等。
　　　ア　ヘルパーステーション中野
イ　しらさぎ２４訪問介護看護ステーション
　（５）障害福祉サービス事業（居宅介護・重度訪問介護） 
身体障害者・知的障害者・児童・精神障害者を対象に介護サービスを提供する事業。
　　　ア　ヘルパーステーション中野
３　公益事業
　（１）居宅介護支援事業
介護保険制度で要介護の認定を受けた方に在宅での日常生活を　営むために必要な介護サービス計画の作成や各種サービスの調整等を行う事業。
　　　ア　しらさぎ介護保険センター
　　　イ　小淀介護保険センター
　　　ウ　中野介護保険センター
　（２）地域支援事業 
地域高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とした事業。
　　　ア　東中野地域包括支援センター
　


５　平成２７年度事業団組織体制(平成２７年４月１日現在)

　　　社会福祉法人中野区福祉サービス事業団





理事会　理事（９名）
理事長、副理事長、常務理事（再掲）
評議員会
評議員（１９名）

監    事（２名）





　　　　　　　　　　　　　常務理事



事　　務　　局
事務局長
小淀ホーム
施設長
しらさぎホーム
施設長





副施設長
副施設長
事務局次長


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 係長
事務係
事務係


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 介護サービス係かかり
介護サービス係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
健康管理係
健康管理係

　
デイサービス係
デイサービス係かり


小淀介護保険センター
しらさぎ介護保険センター


東中野地域包括支援センター

しらさぎ２４訪問介護看護ステーション


ヘルパーステーション中野



　　　　　　　　　　　　　　　中野介護保険センター



６　職員定数
　別表２のとおりです。　

Ⅱ　事業団本部事務局の事業計画

１　理事会・評議員会の運営
平成２７年度の理事会・評議員会の開催予定は、次のとおりです。
　　平成２７年　５月　　　平成２６年度決算、同事業報告等
　平成２７年１１月頃　　規則及び規程類の改正、平成２７年度予算の補正等
平成２８年　３月上旬　平成２８年度予算、同事業計画、次期理事・評議員の選任等
　　※　上記のほかに、予算の補正、規則又は規程改正、理事又は評議員の退任に伴う選任など、必要に応じて随時に理事会又は評議員会を開催します。

２　経営会議等
（１）経営会議
　　理事長、常務理事、事務局長、事務局次長、施設長及び副施設長
　で構成する経営会議を月１回開催します。
　　経営会議は、事業団の日常的な運営にかかわる事項について協議
　します。また、理事会への付議事案、報告事項等は、経営会議で協
議します。
経営状況を毎月事業ごとに報告を行い、課題について対応を協議します。その他事業団経営や各事業の課題について協議します。
　（２）拡大経営会議
経営会議メンバーに加えて係長級職員以上をメンバーとする拡大経営会議を、月１回開催します。
拡大経営会議は、各年度の事業計画で定めた目標の達成状況、経
　　　営改革計画の計画事業の進行管理、事業ごとの各年度の検討課題に
ついて報告します。その他事業団経営や各事業の課題について協議します。

３　本部事務局の所掌事項
（１）事務局体制
　　　平成２７年度は、事務局スタッフの専任化体制を引き続き維持し、新規事業の企画、新たな事務所の確保やあり方、法人経営の適正化、事業所運営に係わる課題解決などに積極的に取り組みます。
（２）本部事務局の所掌事項
　 　①　理事会及び評議員会に関すること。
　 　②　職員の人事、給与、研修、福利厚生等に関すること。
　 　③　文書及び公印に関すること。
　 　④　諸規程の制定及び改廃に関すること。
　 　⑤　予算、決算その他経理に関すること。
　 　⑥　財産の管理に関すること。
　 　⑦　契約に関すること。
⑧　その他、他の所掌に属しない事項に関すること。

４　平成２７年度の主な取り組み
　（１）事業団収支改善の取り組み
　　　①　事業団の収支改善を図ることを目的として、事業ごとに定数の見直しを含め運営方法を検証します。
　　　②　年々増加傾向にある光熱水費のコスト削減について、抜本的な改善方法を検討します。

（２）ヘルパーステーション中野としらさぎ２４訪問介護看護ステーションの事務所移転と訪問看護ステーションの開設準備
　　①　ヘルパーステーション中野及び中野介護保険センターとしらさぎ２４訪問介護看護ステーションを同一の建物に併設するため、平成２７年度の早い時期に中野駅周辺の賃貸用事務所を探して移転を進めます。
②　しらさぎ２４訪問介護看護ステーションに併設する訪問看護ステーションの開設について検討を進めます。

（３）人材の確保及び育成
　人材確保のための募集活動として、東京都社会福祉協議会･東京都福祉人材センター、地域ハローワーク・中野区等の主催・共催する就職フェアー、就職相談・面接会に前年度に引き続き参加します。また、専門学校実習生の受け入れを行い、就職意欲を高めてもらう取り組みを行うなど人材発掘に努めます。
① 新卒者の採用
　　　  福祉系以外の新卒の大卒無資格者の採用を進めます。
　　  ②　経験者採用
他業種から無資格者を採用し、資格取得のための支援を行います。
③　新卒者の採用者育成方針に基づいて育成チェックリストによ　る人材育成及び人材育成の専門教育機関での研修に参加させます。
　　
（４）人事・給与・福利厚生制度の点検と見直し
平成２６年度の第３次計画の検証を踏まえてさらに検討します。職員が安心して業務に専念できるよう、職場環境の整備や福利厚生制度の充実を進めます。

（５）職員研修
①　１年間の研修計画を作成し、これに基づいて本部主催の研修、
　施設主催の研修を行います。
②　専門研修としては、東京都、中野区、東京都社会福祉協議会等が主催する介護職員向けの「認知症高齢者ケア研修」、「介護技術向上研修」、「認知症高齢者ケアの研修」、「認知症実践リーダー研修」他看護師、介護支援専門員等職種ごとの専門研修に参加させます。専門知識・技術の習得を図ります。これらの研修に参加した職員は施設内研修の講師として、他職員へ伝達します。
③　本部主催の職層別研修は、採用２年目以上の職員を対象に、「リ
　スクマネジメント研修」「褥瘡予防研修」など外部講師を招いて実施します。採用３年以上の職員に「中堅職員研修」、主任以上の職員には「主任研修」「管理監督者研修」、「法人・事業所の経営研修」を実施します。
④　全職員を対象として行う「接遇研修」を実施します。
⑤　介護職員を対象に他法人の他施設へ派遣し、数日間の体験研修
を実施します。
⑥　東京都社会福祉協議会高齢施設福祉部会主催の介護職員等研　修発表会に参加します。

　（６）監事監査及び内部検査の実施
　　 ① 監事監査実施計画を作成し理事会へ報告します。
② 監事監査を年度中に実施します。
　　 ③ 内部検査の実施方針を９月までに策定し、１０月以降実施します。

　（７）建物・設備の補修及び修繕
　　    中野区と調整が必要な建物・設備補修及び修繕について、「第３次計画（追補版）」で予定しているものを含めて、着実に実施するため進行管理を行います。懸案事項とされる案件については、早期に中野区と調整のうえ実施につなげていきます。

  （８）給食調理の実施方法を検討
　　　　委託方式のしらさぎホームと直営方式の小淀ホームの給食調理について多角的に比較し、今後の実施方法について検討します。

　（９）契約事務マニュアルの作成
　　　経理規程の理事長による別途決定事項について、細則の改正や事
務マニュアルの作成を行います。

（10）ホームページのリニューアル
　　　事業団の法人情報、各施設の行事予定・活動状況の定期的な発信による地域ネットワークの推進や求人情報など、ホームページのリニューアルを行います。

（11）平成２７年度予算執行、平成２６年度決算報告書
　　　　年度当初に予算執行方針を策定して、計画事業の着実な実施と効率的な予算執行の周知徹底を行います。平成２７年５月に平成２６年度決算報告書・事業報告書を作成し、平成２７年度理事会・評議員に報告します。

（12）第４次経営改革計画策定の準備
平成２９年度を初年度とする第４次経営改革計画策定の準備に着手します




表２　平成２７年度　事業団職員定数一覧　
（常勤、産業医・医師、登録ヘルパーは単位：人、短時間は単位：時間）
	
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	合 計

	
	事務局長
	施 設 長
	次長・副施設長
	所・係長
	事 務 員
	訪問介護員
	介護支援専門員
	社会福祉士・生活相談員
	看 護 師
	ケアワーカー
	理学療法士
	マッサージ師
	管理栄養士
	調 理 員
	業 務 員
	産 業 医（非常勤）
	医 師（非常勤）
	

	事務局
	常勤
	１
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 人

	
	嘱託医
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1人

	しらさぎホーム
	常勤
	
	1
	2
	8
	3
	10
	6
	5
	9
	32
	1
	
	1
	
	
	
	
	78人

	
	短時間
	
	
	
	
	35
	344
	64
	36
	132
	820
	32
	30
	
	
	30
	
	
	1523H

	
	嘱託医
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3人

	
	登録ヘルパー
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100人

	小淀ホーム
	常勤
	
	1
	1
	6
	1
	
	6
	3
	8
	21
	
	
	1
	4
	1
	
	
	53人

	
	短時間
	
	
	
	
	40
	
	128
	72
	64
	532
	28
	35
	
	64
	
	
	
	963H

	
	嘱託医
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3人

	事業団合計
	常勤
	1
	2
	4
	16
	5
	10
	12
	8
	17
	53
	1
	
	2
	4
	1
	
	
	136人

	
	短時間
	
	
	
	
	75
	344
	192
	108
	196
	1352
	60
	65
	
	64
	30
	
	
	2486H　

	
	嘱託医
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	１
	6
	7人

	
	登録ヘルパー
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100人


※　短時間；短時間勤務職員のこと。時間数は一週間の勤務時間数を記載。
職員によって勤務時間が異なるため時間で表示している。４０時間で常勤１人に相当する。
※係長職は事務取扱または兼務となることがある。
※係長職は、6～10の職種との重複カウントとなることがある。
※6の訪問介護員のうち、オペレーター及び計画作成責任者兼務職員となる者6名
※9の看護師のうち、オペレーター及び計画作成責任者兼務職員となる者2名
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はじめに


 


 


中野区福祉サービス事業団（以下「事業団」という。）は、


平成２６年


３月で設立２０周年を迎えました。


また、


平成１５年４月の自主運営化


す


なわち介護報酬収入を


主たる財源とする


独立採算の経営化


から


この３月


で


１２年が


経過しました。


土地建物等固有資産を所有し


ない事業団の経営


基盤の強化が必要とされ、収入の確保と経費削減に


取り組み


、


合わせて中


野区の経営支援補助を受けてきました。その


取り組みの


結果、


経営


安定化


積立金


・修繕積立金


等の必要とされる額を積み立てることができました。


これらの資金は、何らかの事


態


により事業継続が中断した場合の経費や


将


来の建物設備の


補修・修繕や備品の購入に充てることを目的としています。


 


事業団は、平成２６年度に


社会福祉法人中野区福祉サービス事業団第３


次経営改革計画（以下「第３次計画」という。）


の見直しを行い


、


社会福


祉法人中野区福祉サービス事業団第３次経営改革計画（平成２６年度追補


版）−前期取り組み状況と計画の修正−（以下「第３次計画（追補版）」


という。）を策定しました。


 


平成２４年度以降事業団の経営は、自主運営化後


最も


厳しい環境に置か


れています。


平成２４年度の介護報酬の改定、中野区経営支援補助の段階


的な縮小、


特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）


、デイサービス、


訪問介護事業、居宅介護支援事業で利用者数の減少により介護報酬収入増


が困難となり、一方で平成２２年度特養の介護職員の増配置


、


デイサービ


スの短時間


勤務


職


員の増員、国の処遇改善交付金制度を踏まえ


た


給与


・


手


当


の


増額など人件費増が顕著になりました。


この結果


、


平成２５年度は大


幅


に


事業活動収支差額が赤字になりました。このため、第３次計画（追補


版）では、収支改善策に取り組むことにしました。


 


平成２６年度の国の介護保険制度改革は今後増加が見込まれる介護サ


ービスの受け皿を


在宅


介護


サービス


の拡充に求めることが明確になりま


した。


事業団


が運営する事業が特養


とデイサービスを主要事業としたまま


では、仮に利用率が達成できたとしても今後も施設サービスの報酬改定の


度に収入が減少することが予想され、人材確保のために人件費増も含めて


取り組まなければならない


状況では


赤字体質


からの脱却


が困難となりま


す。このため、


経常経費の削減の


取り組み


と合わせて、


国の制度改正を踏


まえ、さらに区民の高齢者介護ニーズに応えるためにも


、


在宅介護サービ


ス事業を展開することが


必要と考えます。当然経営上のリスクは付随しま


すが、これまで


特養


等の事業で培った人的資源を活かし


、


在宅介護サービ


スにおいてもサービ


スの質を維持向上する


取り組み


を行い


、


利用者が事業


団


のサービス


を選択する


という


経営を進めれば


、


新しい事業も経営が


成り




   

1 

はじめに     中野区福祉サービス事業団（以下「事業団」という。）は、 平成２６年 ３月で設立２０周年を迎えました。 また、 平成１５年４月の自主運営化 す なわち介護報酬収入を 主たる財源とする 独立採算の経営化 から この３月 で １２年が 経過しました。 土地建物等固有資産を所有し ない事業団の経営 基盤の強化が必要とされ、収入の確保と経費削減に 取り組み 、 合わせて中 野区の経営支援補助を受けてきました。その 取り組みの 結果、 経営 安定化 積立金 ・修繕積立金 等の必要とされる額を積み立てることができました。 これらの資金は、何らかの事 態 により事業継続が中断した場合の経費や 将 来の建物設備の 補修・修繕や備品の購入に充てることを目的としています。   事業団は、平成２６年度に 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団第３ 次経営改革計画（以下「第３次計画」という。） の見直しを行い 、 社会福 祉法人中野区福祉サービス事業団第３次経営改革計画（平成２６年度追補 版）－前期取り組み状況と計画の修正－（以下「第３次計画（追補版）」 という。）を策定しました。   平成２４年度以降事業団の経営は、自主運営化後 最も 厳しい環境に置か れています。 平成２４年度の介護報酬の改定、中野区経営支援補助の段階 的な縮小、 特別養護老人ホーム（以下「特養」という。） 、デイサービス、 訪問介護事業、居宅介護支援事業で利用者数の減少により介護報酬収入増 が困難となり、一方で平成２２年度特養の介護職員の増配置 、 デイサービ スの短時間 勤務 職 員の増員、国の処遇改善交付金制度を踏まえ た 給与 ・ 手 当 の 増額など人件費増が顕著になりました。 この結果 、 平成２５年度は大 幅 に 事業活動収支差額が赤字になりました。このため、第３次計画（追補 版）では、収支改善策に取り組むことにしました。   平成２６年度の国の介護保険制度改革は今後増加が見込まれる介護サ ービスの受け皿を 在宅 介護 サービス の拡充に求めることが明確になりま した。 事業団 が運営する事業が特養 とデイサービスを主要事業としたまま では、仮に利用率が達成できたとしても今後も施設サービスの報酬改定の 度に収入が減少することが予想され、人材確保のために人件費増も含めて 取り組まなければならない 状況では 赤字体質 からの脱却 が困難となりま す。このため、 経常経費の削減の 取り組み と合わせて、 国の制度改正を踏 まえ、さらに区民の高齢者介護ニーズに応えるためにも 、 在宅介護サービ ス事業を展開することが 必要と考えます。当然経営上のリスクは付随しま すが、これまで 特養 等の事業で培った人的資源を活かし 、 在宅介護サービ スにおいてもサービ スの質を維持向上する 取り組み を行い 、 利用者が事業 団 のサービス を選択する という 経営を進めれば 、 新しい事業も経営が 成り

